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警報発表時・地震発生時の措置について

教育委員会の指導や地域の実情に合わせ、大雨警報等発表時の自宅待機を「午前10時まで」から「午前９時まで」に、また地震の

状況を「震度５強」から「震度５弱」に、それぞれ変更いたします。ご家庭におかれましては、テレビ・ラジオ・インターネット

等の気象・地震情報を十分把握いただき、適切な対応をお願いいたします｡
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（１）和歌山県北部や紀北地方で、「暴風警報」や「大雨警報」または「特別警報」（以下「大雨警報等」といいます。）が

発表されている場合は、「和歌山市」が含まれているかどうかの確認をお願いします。和歌山市が含まれていない場合は、通

常の授業を行います。

（２）朝の登校時間帯に、大雨警報等が発表されている時は自宅待機です。学校からの連絡はいたしません。

（３）大雨警報等が午前９時までに解除された場合、授業を行います。授業開始時刻等を携帯メールでお知らせします。

（４）大雨警報等が発表されていなくても、次の場合は自宅待機させてください｡ 欠席や遅刻になりません｡

① 今後、大雨警報等の発表が予想できる時や気象情報等で危険だと判断される場合

② 午前９時までに大雨警報等が解除されても、地域の状況により登校が困難だと判断される場合

③ 風雨や冠水の影響で、通学途中が危険だと考えられる場合

※ ①②③のような場合は、地区代表または地区代表代理の方が学校まで連絡してください｡

（５）「洪水警報、津波警報」は、自宅待機や臨時休業にはなりませんが、地域の状況等により臨時休業とする場合もあります。

その時は、携帯メールでお知らせします。

２ 授業・給食について
（１） 午前６時の時点で、大雨警報等が発表されている時、あるいは大地震が発生した時は、米飯・パン・牛乳の製造

が中止されます。したがって、午前９時までに警報が解除された場合でも、授業は午前中で終わり、給食がありません｡

３ 登校後に、大雨警報等が発表された場合
（１） 学校にいる児童は、全員、自分の教室で待機します。（放課後、若竹学級にいる児童は、若竹学級で待機します。）

（２） 準備ができ次第、携帯メールで連絡しますので、できるだけ早く、教室までお迎えをお願いします。

（３） 車で来校される場合は、駐車場がありませんので、時間帯によっては学校周辺で渋滞が予想されることをお含みおきくだ

さい。

４ 震度５弱以上の地震が発生し、津波警報が発表された場合
（１）学校にいる児童は、全員、安原八幡神社へ高台避難します。

（２）安全が確認されるまで高台避難し、安全確認後、携帯メールにて連絡しますので携帯メールの指示に従ってください。

５ その他
・欠席や遅刻になることにとらわれず、児童の安全を第一に考えてください｡

・学校への問い合わせの電話は、状況の把握や関係機関との連絡の支障となりますので、ご遠慮ください｡

・臨時休業の場合、次の日は時間割どおりで登校させてください。なお、必要に応じて携帯メール等で連絡いたします。


